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定年延長と就業規則の不利益変更及び一般的拘束力

人
口
の
高
齢
化
、
こ
れ
に
伴
う
労
働
力
人
口
の
高
齢
化
が
背
景
と
な
っ
て
、
ひ
と
頃
か
ら
定
年
延
長
に
対
す
る
社
会
的
要
請
が
強

ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
定
年
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
一
律
定
年
制
を
定
め
る
企
業
の
中
で
の
定
年
年
齢
の

分
布
は
、
一
九
七
九
年
以
前
は
五
五
歳
以
前
が
六
○
歳
以
上
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
○
年
に
同
水
準
（
三
九
・
七
％
）
に
な

り
、
そ
れ
以
降
、
着
実
に
後
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
一
九
八
八
年
時
点
で
、
六
○
歳
以
上
’
五
八
・
八
％
、
五
六
～
五
九
歳
Ｉ
一

七
・
一
％
、
五
五
歳
以
下
’
二
四
・
二
％
で
あ
る
（
労
働
省
政
策
調
査
部
「
雇
用
管
理
調
査
」
参
照
）
。
一
九
八
六
年
四
月
に
は
、
六

○
歳
定
年
制
を
努
力
義
務
と
す
る
「
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、

さ
ら
に
い
っ
そ
う
定
年
延
長
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
企
業
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
、

賃
金
・
退
職
金
・
年
金
負
担
の
増
大
、
役
職
ポ
ス
ト
の
不
足
等
の
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
、
｜
定
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
余
儀
な
く

定
年
延
長
と
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
及
び
一
般
的
拘
束
カ

ー
第
四
銀
行
事
件
薪
潟
地
判
昭
六
一
一
エ
ハ
上
ハ
労
判
五
一
九
号
四
一
豆

は
じ
め
に

名
古
道
功
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Ⅲ
当
事
者

原
告
Ｘ
は
、
昭
和
一
一
八
年
四
月
一
日
に
Ｙ
銀
行
に
入
行
し
、
同
五
九
年
一
二
月
現
在
の
資
格
は
主
事
二
級
で
あ
り
、
役
職
は
、
同

五
四
年
八
月
一
日
か
ら
融
資
第
一
部
長
補
佐
の
職
に
あ
る
。
そ
し
て
同
五
九
年
二
月
四
日
に
満
五
五
歳
に
達
し
て
い
る
。
な
お
、

Ｙ
銀
行
に
お
け
る
労
使
協
定
で
、
部
長
補
佐
は
非
組
合
員
に
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｘ
は
組
合
員
で
は
な
い
。

②
Ｙ
銀
行
に
お
け
る
従
来
の
定
年
制

㈹
Ｙ
銀
行
の
従
業
員
組
合
は
、
昭
和
二
○
年
前
半
か
ら
、
満
五
五
歳
定
年
制
を
一
一
一
年
延
長
す
る
よ
う
要
求
し
て
き
て
お
り
、
Ｙ

銀
行
も
こ
れ
に
沿
っ
た
取
り
扱
い
を
行
っ
て
き
た
が
、
就
業
規
則
上
、
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
同
二
六
年
八
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

二
度
改
正
が
行
わ
れ
、
同
四
○
年
九
月
以
降
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
た
。

さ
せ
る
。
賃
金
体
系
・
退
職
金
算
定
方
式
の
見
直
し
、
退
職
金
の
年
金
化
、
役
職
定
年
制
、
早
期
退
職
優
遇
制
、
選
択
定
年
制
等
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
通
常
、
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
改
訂
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
を
伴
う
場
合
に
は
、

法
的
紛
争
が
生
じ
得
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
わ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
就
業
規
則
改
正
は
合
理
性
が
な
く
許
さ
れ
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
労
働
協
約
に
は
一
般
的
拘
束
力
（
労
組
法
一

七
条
）
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
、
結
果
的
に
賃
金
の
減
額
を
伴
う
定
年
延
長
を
認
め
た
。
以
下
、
事
件
の
概
要
と
判
旨
を
紹
介
し
た

後
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
、
｜
般
的
拘
束
力
の
順
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

１
事
件
の
概
要

二
事
件
の
概
要
と
判
旨
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定年延長と就業規則の不利益変更及び一般的拘束力
「
…
…
職
員
の
定
年
は
満

五
五
歳
と
す
る
。

但
し
、
願
出
に
よ
り
引

続
き
在
職
を
必
要
と
認
め

た
者
に
つ
い
て
は
三
年
間

を
限
度
と
し
て
、
定
年
後

在
職
を
命
ず
る
こ
と
が
あ

る
。
」
（
以
下
、
本
体
定
年

後
在
職
制
度
と
い
う
。
）

な
お
、
労
働
協
約
な
い
し
は

行
規
の
退
職
金
規
定
に
置
か
れ

て
い
た
、
満
五
五
歳
か
ら
退
職

日
ま
で
の
期
間
中
の
特
別
慰
労

金
が
就
業
規
則
に
定
め
ら
れ
た

の
は
昭
和
三
六
年
六
月
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
本
件
定
年
制
（
下

記
③
参
照
）
が
実
施
さ
れ
る
ま

で
存
続
し
た
。

⑰
昭
和
三
二
年
度
か
ら
五

(表Ｉ）本件定年後在職制度及び本件定年制の下での、満55歳以降の労働条件の比較

9１

;;i､;ﾐi:;（ 本件定年後在職制度 本件定年制

定年年齢

満55歳。但し、願出により、３年間

を限度として延長（男子については

満58歳定年が慣行)。

満60歳。

職位

従来通りの役職。 原則として、役職者は、満57歳以降、

参事役、副参事役、業務役、副業務役

につく。但し、意欲、体力、能力があ

れば、部店長等にとどまI)得る。

給
与
等

定
例
給
与

償
与

定期
昇給

ベア

本俸、資格手当、役付手当そして扶

養親族手当で繊成。

(本俸十扶養親族手当十役付手

当)ｘ6.8ケ月（夏3.3ケ月、冬3.5ケ

月)＋資格別定額。

標準以上の定期昇給を実施。

実施◎

①本俸のうち、一律55.000円を加算本
俸、その余を基本本俸とし、満55歳

達齢日の翌月１日以降、加算本俸は

支給しない。

②資格手当及び扶養親族手当は、従来
通I)支給する。

③役付手当は、職位に対応した手当に

改定し、支給する。

(基本本俸十扶養親族手当十役付手

当）ｘ３ケ月(夏1.5ケ月、冬1.5ケ月）十

資格別定額。

定期昇給を実施せず。

実施｡

退職金

満55歳定年時水準に、５５歳達齢日以

降、退職するまでの期間の特別慰労

金を加算した額。

従来の満55歳定年時水準に、５年間分

の特別慰労金を加算した額。

年金 かわらず

福利厚生 原則として、現行諸制度を継続適用。



Ｘ
は
、
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
る
本
件
定
年
制
の
実
施
が
そ
の
既
得
の
権
利
を
奪
い
、
一
方
的
に
労
働
条
件
を
不
利
益
に
変
更
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
て
、
本
件
定
年
後
在
職
制
度
の
下
で
の
賃
金
と
本
件
定
年
制
の
下
で
の
賃
金
の
差
額
（
満

五
五
歳
か
ら
五
八
歳
ま
で
の
三
年
間
分
）
等
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
銀
行
は
、
①
就
業
規
則
の
変
更
は
不
利
益
で
な
く
、

合
理
性
も
あ
る
、
②
（
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
）
本
件
労
働
協
約
に
は
一
般
的
拘
束
力
（
労
組
法
一
七
条
）
が
認
め
ら
れ
、
非

組
合
員
た
る
Ｘ
に
も
拡
張
適
用
さ
れ
る
と
反
論
し
た
。

従
業
員
組
合
は
、
昭
和
五
七
年
一
○
月
一
一
八
日
に
Ｙ
銀
行
に
対
し
、
満
六
○
歳
ま
で
の
定
年
延
長
要
求
を
行
い
、
数
回
の
協
議
交

渉
の
後
、
最
終
的
Ｅ
本
件
定
年
制
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
労
働
協
約
を
締
結
し
た
（
以
下
、
本
件
労
働
協
約
と
い
う
）
。

③
満
六
○
歳
定
年
制
の
実
施

Ｙ
銀
行
は
、
昭
和
五
八
年
四
月
一
日
に
就
業
規
則
を
改
正
し
て
、
「
…
…
行
員
の
定
年
は
満
六
○
歳
と
す
る
。
」
と
の
規
定
を
置
き
、

労
働
条
件
等
も
表
Ｉ
の
よ
う
な
内
容
に
改
め
た
（
以
下
、
本
件
定
年
制
と
い
う
）
。

参
照
）
。

八
年
度
ま
で
の
二
七
年
間
中
、
男
子
庶
務
行
員
、
さ
ら
に
男
子
一
般
行
員
に
つ
い
て
も
、
大
部
分
の
者
が
本
件
定
年
後
在
職
制
度
の

適
用
を
受
け
、
満
五
八
歳
ま
で
勤
務
す
る
の
が
そ
の
運
用
の
実
態
で
あ
っ
た
。

㈹
満
五
五
歳
以
後
の
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
満
五
五
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
の
と
か
わ
ら
な
か
っ
た
（
表
Ｉ

２
判
旨
－
１
棄
却

⑤
Ｘ
の
請
求

側
労
働
協
約
の
締
結
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定年延長と就業規則の不利益変更及び一般的拘束力

功
「
…
…
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
る
本
件
定
年
制
の
労
働
条
件
が
Ｘ
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
、
新
た
な

く

就
業
規
則
の
作
成
又
は
変
更
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
既
得
の
権
利
を
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
益
な
労
働
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
一
｝

と
は
、
原
則
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
が
、
当
該
規
則
条
項
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
個
々
の
労
働
者
に
お
い
て
、
こ
れ
に
同

意
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」

い
「
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
る
本
件
定
年
制
の
実
施
は
、
労
働
期
間
が
二
年
間
延
長
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
け
取
る
賃
金

総
額
及
び
退
職
金
の
合
計
額
は
減
少
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
Ｘ
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
。
」

口
従
業
員
の
被
る
不
利
益
の
程
度
、
変
更
の
内
容
自
体
の
相
当
性
、
変
更
と
の
関
連
の
下
に
行
わ
れ
た
代
償
措
置
の
状
況
、
変

更
の
必
要
性
の
原
因
及
び
程
度
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
の
経
過
を
考
慮
す
る
と
、
使
用
者
が
本
件
定
年
制
を
「
一
方
的
に
実
施
適
用

す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
合
理
性
を
備
え
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

い
（
旧
）
就
業
規
則
で
は
、
「
願
出
に
よ
り
…
…
定
年
後
在
職
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
（
上
記
１
②
の
事

実
等
か
ら
）
「
Ｙ
銀
行
に
お
け
る
定
年
後
在
職
制
度
の
適
用
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
た
る
慣
習
と
し
て
、
Ｙ
銀
行
お
よ
び
従

業
員
双
方
に
対
す
る
拘
束
力
を
有
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
、
Ｙ
銀
行
に
お
け
る
就
業
規
則
を
補
充
し
て
い
る
と

②
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力

㈹
労
組
法
一
七
条
の
要
件
１
１
コ
の
工
場
事
業
場
」

「
『
一
の
工
場
事
業
場
』
と
は
、
多
数
の
本
店
、
支
店
を
有
し
、
各
本
店
、
支
店
ご
と
の
特
有
な
労
働
条
件
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な

い
銀
行
の
よ
う
な
業
種
に
お
い
て
は
、
個
々
の
本
店
ま
た
は
支
店
で
は
な
く
企
業
全
体
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
労
働
協

⑩
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更

（
上
記
１
②
の
事

Ｙ
銀
行
お
よ
び
従
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回
拡
張
適
用
対
象
労
響
ｌ
「
同
種
の
労
響
」

「
他
の
同
種
の
労
働
者
」
と
は
、
「
当
該
労
働
協
約
の
規
定
の
内
容
か
ら
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
全
体
を
指
す
と
解
す
べ
き

で
あ
り
、
本
件
労
働
協
約
は
Ｙ
銀
行
の
全
行
員
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
は
管
理
職
で
は
あ
る

が
、
『
他
の
同
種
の
労
働
者
』
に
あ
た
る
。
」

㈹
不
利
な
労
働
協
約
の
拡
張
適
用

「
…
…
本
件
定
年
制
の
労
働
条
件
が
本
件
定
年
後
在
職
制
度
の
も
と
に
お
け
る
労
働
条
件
よ
り
も
Ｘ
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
労
働
組
合
法
一
七
条
の
規
定
の
文
言
上
か
ら
は
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
の
場
合
は

労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
、
労
働
組
合
法
一
七
条
の
立
法
趣
旨
は
、

労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
な
い
未
組
織
労
働
者
が
協
約
に
定
め
る
基
準
よ
り
不
利
な
労
働
条
件
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労

働
組
合
の
組
合
員
と
未
組
織
労
働
者
と
の
不
公
正
な
競
争
が
生
じ
そ
れ
が
協
約
基
準
の
引
下
げ
へ
の
圧
力
と
な
り
、
ま
た
逆
に
未
組

織
労
働
者
が
協
約
基
準
よ
り
有
利
な
労
働
条
件
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
、
有
利
な
労
働
条
件
を
求
め
て
組
合
を
脱
退
す
る
者
が
生
じ

組
織
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
態
を
未
然
に
防
止
し
て
労
働
組
合
の
団
結
力
の
維
持
強
化
を
は
か
る
こ
と
及

び
統
一
的
な
労
働
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
右
の
立
法
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
労
働
条
件
の
不
利
益

変
更
の
場
合
に
も
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
、
新
し
い
労
働
協
約
の
効
力
が
未
組
織

労
働
者
に
も
及
び
、
そ
の
労
働
条
件
は
協
約
基
準
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
」
。
本
件
の
場
合
、
「
特
段
の
事
情
」
の
存
在
は
認
め
ら

約
が
そ
の
場
所
的
適
用
範
囲
を
特
定
の
工
場
事
業
場
に
限
定
せ
ず
企
業
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
限
り
、
四
分
の
三
以
上
で
あ
る
か

否
か
は
企
業
全
体
で
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
本
件
労
働
協
約
は
こ
れ
に
該
当
し
、
ま
た
企
業
全
体
に
お
け
る
従
業

員
組
合
の
組
合
員
の
占
め
る
割
合
は
四
分
の
一
一
一
以
上
（
三
五
四
五
名
中
一
一
一
一
一
○
五
名
）
で
あ
る
か
ら
、
本
件
労
働
協
約
の
締
結
に
よ

り
、
要
件
を
充
足
す
る
に
至
っ
た
。
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就
業
規
則
論
の
中
で
最
も
重
要
な
実
務
上
の
論
点
と
い
っ
て
い
い
不
利
益
変
更
の
問
題
は
、
従
来
、
そ
の
法
的
性
格
と
絡
め
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
最
高
裁
は
、
秋
北
バ
ス
事
件
（
最
大
判
昭
四
一
一
一
・
一
二
・
二
五
民
集
一
一
二
巻
一
一
一
一
号
一
一
一
四
五
九
頁
）
に
お
い
て
、

特
異
な
論
拠
づ
け
で
就
業
規
則
に
は
「
法
的
規
範
と
し
て
の
性
質
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
不
利
益
変
更
の
可
否
に
つ
き
、

原
則
と
し
て
、
「
既
得
の
権
利
を
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
益
な
労
働
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
こ
と
」
は
許
さ
れ
な
い
が
、
労
働
条
件

の
集
合
的
処
理
、
特
に
そ
の
統
一
的
か
つ
画
一
的
な
決
定
を
建
前
と
す
る
就
業
規
則
の
性
質
か
ら
、
「
当
該
規
則
条
項
が
合
理
的
な
も

の
で
あ
る
限
り
」
、
労
働
者
を
拘
束
す
る
と
し
、
不
利
益
性
と
合
理
性
の
二
段
構
え
で
の
判
断
方
法
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん

ど
の
下
級
審
判
例
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
後
の
段
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
そ
の
不
利
益
変
更
論
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
「
合
理
性
」
に
関
し
て
、
一
定
の
具

体
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
曲
市
農
協
事
件
（
最
三
小
判
昭
六
三
・
二
・
一
六
労
判
五
一
二
号
七
頁
）
で
は
、
「
当
該
就

業
規
則
の
作
成
又
は
変
更
が
、
そ
の
必
要
性
及
び
内
容
の
両
面
か
ら
み
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
が
被
る
こ
と
に
な
る
不
利
益
の

程
度
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
当
該
労
使
関
係
に
お
け
る
当
該
条
項
の
法
的
規
範
性
を
是
認
で
き
る
だ
け
の
合
理
性
」
を
そ
な
え
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
特
に
賃
金
、
退
職
金
な
ど
労
働
者
に
と
っ
て
重
要
な
権
利
、
労
働
条
件
に
関
し
実
質
的
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
就

業
規
則
の
作
成
又
は
変
更
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
項
が
、
そ
の
よ
う
な
不
利
益
を
労
働
者
に
法
的
に
受
忍
さ
せ
る
こ
と
を
許
容
で
き

れ
な
い
。

１
不
利
益
変
更
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
理
論

三
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
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本
件
に
お
い
て
就
業
規
則
改
正
後
の
満
五
五
歳
か
ら
五
八
歳
ま
で
の
間
の
賃
金
額
の
減
少
自
体
が
不
利
益
な
の
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
こ
れ
が
満
六
○
歳
ま
で
の
定
年
延
長
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
定
年
延
長
自
体
は
、
雇
用
保
障

期
間
が
延
び
、
そ
の
間
の
賃
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
労
働
者
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
退
職
金
を

も
含
め
て
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
本
件
定
年
後
在
職
制
度
の
下
で
取
得
し
う
る
賃
金
総
額
と
退
職
金
の
合
計
額
（
満
五
五
歳
か
ら
五

し
(2)た本（’
よ判

不う決珊
利には圃
益、、料
性こ上紅

る
だ
け
の
高
度
の
必
要
性
に
基
づ
い
た
合
理
的
な
内
容
の
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
指
針
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
タ

ヶ
ダ
シ
ス
テ
ム
事
件
（
最
二
小
判
昭
五
八
・
一
一
・
二
五
労
判
四
一
八
号
二
一
頁
）
に
お
い
て
、
具
体
的
に
考
慮
す
べ
き
事
情
と
し

て
、
①
不
利
益
の
程
度
、
②
変
更
と
の
関
連
の
下
に
行
わ
れ
た
賃
金
の
改
善
状
況
、
③
変
更
の
必
要
性
、
④
労
働
組
合
と
の
交
渉
の

経
過
、
⑤
他
の
従
業
員
の
対
応
、
⑥
関
連
会
社
の
取
扱
い
、
⑦
わ
が
国
社
会
に
お
け
る
生
理
休
暇
制
度
の
一
般
的
状
況
が
挙
げ
ら
れ
、

（
１
）

こ
れ
ら
を
「
総
合
勘
案
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
学
説
に
お
い
て
は
、
下
級
審
判
例
を
含
め
た
分
析
に
よ
っ
て
、
①

労
働
者
の
被
る
不
利
益
の
僅
少
性
、
②
変
更
の
必
要
の
重
大
性
、
③
変
更
の
社
会
的
相
当
性
、
④
変
更
手
続
の
相
当
性
と
の
判
断
基

準
が
析
出
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。

２
本
判
決
に
お
け
る
不
利
益
変
更
に
関
す
る
判
断

判
断
枠
組
み

決
は
、
上
記
秋
北
．
ハ
ス
事
件
大
法
廷
判
決
を
引
用
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
利
益
性
及
び
合
理
性
を
検
討
し
て
い
る
が
、
上
述

う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
近
時
の
判
例
の
傾
向
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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八
歳
ま
で
の
三
年
間
分
）
と
本
件
定
年
制
の
下
で
の
そ
れ
（
満
五
五
歳
か
ら
六
○
歳
ま
で
の
五
年
間
分
）
と
を
比
較
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
た
し
か
に
、
定
年
が
二
年
間
延
長
さ
れ
た
分
、
後
者
が
上
回
っ
て
い
る
（
約
一
一
五
○
万
円
）
が
、
前
者
に
同
期
間
分
の
利
息

を
加
え
る
と
、
逆
に
そ
れ
が
約
一
八
万
円
多
く
な
る
と
算
定
し
、
不
利
益
変
更
に
な
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
こ
れ
に
は
、
二
年
間

余
分
に
働
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
に
と
っ
て
定
年
延
長
の
主
た
る
利
害
関
係
事
で
あ
る
、
対
価
が
減
少
す
る
の
で
は
、
そ

の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
質
的
意
味
を
も
つ
に
は
、
相
当
程
度
上
回
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
妥
当
な
も
の
と
思
う
。

な
お
、
本
判
決
は
、
代
償
措
置
（
満
五
八
歳
以
下
で
退
職
す
る
場
合
の
退
職
金
の
増
額
、
労
災
の
上
積
み
補
償
対
象
の
拡
大
、
家

族
年
金
の
改
善
等
）
を
考
慮
に
入
れ
て
も
結
論
は
か
わ
ら
な
い
と
す
る
。
従
来
の
判
例
の
傾
向
か
ら
す
る
と
、
こ
の
判
断
方
法
は
異

例
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
代
償
措
置
は
、
不
利
益
性
で
は
な
く
、
合
理
性
と
の
か
か
わ
り
で
検
討
さ
れ
て
き
た
か
ら
で

（
２
）

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
こ
の
点
も
考
慮
す
る
と
、
不
利
益
性
判
断
が
複
雑
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
諸
般
の
事
情
が
総
ム
ロ

勘
案
さ
れ
る
合
理
性
の
と
こ
ろ
の
ほ
う
が
柔
軟
な
判
定
が
可
能
と
な
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

、
〕
△
口
和
苞
納
ロ

㈹
本
判
決
は
、
合
理
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
考
慮
す
べ
き
事
情
と
し
て
①
従
業
員
の
被
る
不
利
益
の
程
度
、
②
変
更
の
内
容
戸
口

体
の
相
当
性
（
本
件
定
年
制
に
お
け
る
五
五
歳
以
降
の
賃
金
水
準
と
他
の
地
方
銀
行
の
そ
れ
、
並
び
に
新
潟
県
の
平
均
賃
金
等
と
の

比
較
）
、
③
代
悩
措
置
の
状
況
、
④
変
更
の
必
要
性
の
原
因
と
程
度
（
社
会
的
要
謂
と
従
業
員
組
合
の
要
求
、
定
年
延
長
に
伴
う
人
件

費
増
の
負
担
能
力
）
、
⑤
労
働
組
合
と
の
交
渉
の
経
過
を
挙
げ
る
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
五
つ
の
事
情
を
ど
の
よ
う

な
視
点
で
「
総
合
考
慮
」
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
点
で
問
題
が
残
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
大
曲
市
農
協

事
件
で
一
定
の
指
針
を
提
示
し
て
い
る
。

回
本
件
で
は
、
①
変
更
の
内
容
自
体
相
当
で
あ
っ
た
、
②
定
年
延
長
が
社
会
的
要
請
で
あ
り
、
従
業
員
組
合
も
要
求
し
て
い
た
、

合
理
性
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上
記
の
よ
う
に
、
就
業
規
則
改
訂
に
は
合
理
性
な
し
と
判
断
さ
れ
た
た
ぬ
次
に
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
労
働
協
約
が
、
一

般
的
拘
束
力
（
労
組
法
一
七
条
）
に
よ
っ
て
、
非
組
合
員
た
る
Ｘ
に
も
拡
張
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
要
件
は
、
①
｜
の
工
場
事
業
場
に
②
常
時
使
用
さ
れ
る
③
同
種
の
労
働
者
の
④
四
分
の
三
以
上
の
労
働
者
が
⑤

一
の
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
こ
の
う
ち
①
及
び
③
が
問
題
と
な
り
、
ま
た
効
果
と
の
関

わ
り
で
、
不
利
な
労
働
協
約
の
拡
張
適
用
の
可
否
も
問
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
次
、
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。

と
も
あ
れ
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
に
合
理
性
な
し
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
内
容
が
、
二
年
間
定
年
延
長
さ
れ
て
も
、
利

（
４
）

息
を
含
め
る
と
か
、
え
っ
て
損
を
す
る
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
「
タ
グ
働
き
」
に
な
る
と
の
不
利
益
性
が
大
き
く
影
粋
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
満
五
五
歳
間
近
な
者
に
対
し
て
緩
和
・
軽
減
措
置
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
、
Ｙ
銀
行
に
不
利
に
作
用
し
た
も
の
と
恩

（
５
）

わ
れ
る
。
本
判
決
は
、
使
用
者
が
一
方
的
に
行
う
労
働
条
件
、
特
に
賃
金
の
よ
う
な
「
重
要
な
権
利
、
労
働
条
件
」
の
不
利
益
変
更

は
「
高
度
の
必
要
性
」
が
あ
る
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
の
最
高
裁
の
立
場
を
よ
り
厳
格
に
守
っ
た
も
の
と
評
せ
よ
う
か
。

残
る
。

③
人
件
費
の
負
担
増
に
耐
え
る
だ
け
の
経
営
上
の
余
裕
が
な
か
っ
た
、
④
多
数
の
従
業
員
を
組
織
す
る
労
働
組
合
と
の
合
意
が
あ
っ

た
と
い
う
、
Ｙ
銀
行
に
と
っ
て
は
相
当
有
利
な
事
情
が
存
し
た
。
特
に
、
１
．
シ
協
定
を
結
ん
で
い
る
労
働
組
合
と
の
合
意
１
労
働

協
約
の
締
結
は
、
就
業
規
則
の
変
更
を
行
う
手
続
と
し
て
は
非
常
に
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
相
当
程
度
、
合
理
性
の
椎

（
３
）

定
が
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
が
、
こ
れ
を
他
の
事
情
と
並
べ
る
だ
け
で
、
重
視
１
）
て
い
な
い
の
に
は
疑
問
が

四
一
般
的
拘
束
力
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①
概
観

「
一
の
工
場
事
業
場
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分
け
得
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
を
文
言

通
り
と
ら
え
る
立
場
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
政
解
釈
（
昭
和
一
一
九
・
四
・
七
労
発
二
一
号
等
）
は
、
そ
れ
は
「
個
々
の
工
場
事
業

場
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
の
企
業
が
数
個
の
工
場
事
業
場
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
企
業
内
の
工
場
事
業
場
の
各
々
が
そ
れ
に
あ

（
６
）

た
る
と
解
し
て
お
り
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
学
説
も
多
い
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
た
と
え
企
業
全
体
で
み
れ
ば
、
同
種
の
労
働
者

の
四
分
の
三
以
上
が
一
の
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
て
い
て
も
、
あ
る
工
場
事
業
場
で
そ
れ
未
満
だ
と
、
そ
こ
で
の
拡
張
適
用
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
他
と
は
異
な
っ
た
取
り
扱
い
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
．
の
工
場
事
業
場
」
を
「
一
の
企
業
」
と
論

（
７
）

み
か
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
の
組
織
形
態
の
大
部
分
は
企
業
別
で
あ
り
、
企
業
単
位
で
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
が
常
態
で
あ

る
か
ら
、
通
常
、
そ
こ
で
の
労
働
条
件
の
画
一
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
企
業
を
基
準
に
し
て
拡
張
適
用
を
と
ら
え
て

い
く
こ
と
こ
そ
が
実
態
に
即
し
た
考
え
方
で
あ
り
、
一
般
的
拘
束
力
制
度
の
趣
旨
に
も
よ
り
よ
く
合
致
す
る
、
と
。

本
判
決
は
、
「
一
の
工
場
事
業
場
」
を
、
一
定
の
条
件
付
で
企
業
と
読
み
か
え
得
る
と
判
断
し
た
。
従
来
の
判
例
の
な
か
に
は
、
工

場
事
業
場
を
基
準
と
し
て
い
る
も
の
（
香
港
上
海
銀
行
事
件
〈
大
阪
高
判
昭
六
○
・
二
・
六
労
判
四
六
二
号
一
四
一
一
頁
〉
、
東
京
商
工

リ
サ
ー
チ
事
件
〈
東
京
地
判
昭
五
九
・
九
・
一
三
労
判
四
一
一
一
九
号
三
○
頁
〉
等
）
の
ほ
か
に
、
本
判
決
同
様
、
企
業
を
基
準
と
し
て

い
る
も
の
（
吉
田
鉄
工
所
事
件
〈
大
阪
地
判
昭
四
九
・
三
・
六
判
時
七
四
五
号
九
七
頁
〉
）
も
存
す
る
が
、
そ
こ
で
は
何
ら
の
説
明
も

１
｜
の
エ
場
事
業
場

②
本
判
決
の
立
場

9９



Ⅲ
意
義

労
組
法
一
七
条
は
、
要
件
及
び
効
果
に
関
係
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
同
種
の
労
働
者
」
と
い
う
文
言
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が
同

一
内
容
で
あ
る
一
一
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
同
種
の
労
働
者
」
と
は
、
職
種
を
同
じ
く
す
る
労
働
者
と
い
う
の
が
本
来
的
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
拘
束
力
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
同
一
職
種
の
労
働
者
は
同
一
労
働
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
の
が
通
常
な
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

わ
が
国
の
労
働
組
合
は
、
職
種
を
問
わ
ず
従
業
員
が
一
括
加
盟
す
る
企
業
別
組
合
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
締
結
さ
れ
る
労
働

加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
注
目
に
値
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
判
決
は
、
二
つ
の
条
件
を
挙
げ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
当
該
労
働
協
約
が
そ
の
場
所
的
適
用
範
囲
を
特
定
の
工
場
事

業
場
に
限
定
せ
ず
企
業
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
｜
多
数

の
本
店
、
支
店
を
有
し
、
各
本
店
、
支
店
ご
と
の
特
有
な
労
働
条
件
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
…
…
業
種
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
重
点
は
、
本
店
・
支
店
の
多
数
き
で
は
な
く
、
「
特
有
な
労
働
条
件
の
存
在
」
と
い
う
点
に
こ
そ
存
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
具
体
的
に
何
を
さ
す
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ど
の
よ
う
な
要
因
に
基
づ
き
、
ど
の
程
度
の
ち
が
い
が
あ

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
事
業
場
毎
に
異
な
っ
た
態
様
の
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
労
働
条
件
が
異
な
る
の
で
あ
れ

ば
、
「
同
種
」
で
な
い
と
す
れ
ば
す
む
。
と
も
あ
れ
、
法
律
上
、
「
工
場
事
業
場
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
い
く
ら
実
態
に
適
合

す
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
条
件
で
、
こ
れ
を
無
視
し
て
し
ま
う
の
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
や

は
り
、
「
工
場
事
業
場
」
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
。

２
同
種
の
労
働
者
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何
本
判
決
は
、
こ
れ
に
つ
き
、
「
同
種
の
労
働
者
」
を
、
「
当
該
労
働
協
約
の
規
定
の
内
容
か
ら
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の

全
体
を
指
す
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
の
判
断
基
準
を
示
し
た
う
え
で
、
上
記
協
約
規
定
を
根
拠
に
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
点
に
大
き

な
特
徴
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
現
に
当
該
労
働
協
約
の
「
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
は
、
同
種
性
認
定
の
際
、
考
慮
さ

れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
一
般
的
判
断
基
準
に
し
て
し
ま
う
の
に
は
、
次
の
二
点
で
疑
問
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
臨

時
工
の
よ
う
に
、
た
と
え
、
非
組
合
員
と
さ
れ
、
「
適
用
が
予
定
」
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
組
合
員
と
同
じ
内
容
の
仕
事
を
し
て
お
れ

㈹
周
知
の
よ
う
に
、
「
同
種
の
労
働
者
」
に
関
し
て
活
発
に
議
論
さ
れ
た
の
は
、
不
安
定
な
雇
用
関
係
に
あ
り
、
か
つ
劣
悪
な
労

働
条
件
下
に
置
か
れ
た
臨
時
工
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
住
々
に
し
て
、
臨
時
工
は
、
当
該
労
働
協
約
の
適
用
対
象
外
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
件
で
は
、
管
理
職
と
い
う
、
上
位
に
位
置
す
る
者
に
つ
い
て
同
種
性
が
問
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
件

労
働
協
約
に
は
、
「
全
行
員
を
対
象
と
す
る
」
と
い
う
規
定
ま
で
置
か
れ
て
い
た
（
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
全
従
業
員
に
適
用
さ
れ
る
就

業
規
則
の
改
訂
と
結
び
つ
い
て
締
結
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
）
と
い
う
点
で
、
前
者
と
は
、
い
わ
ば
対
極
に
あ
る
問
題
が
提
起
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

協
約
は
、
組
合
員
全
員
を
対
象
と
す
る
も
の
が
多
く
、
分
け
ら
れ
て
い
て
も
、
職
員
と
工
員
と
い
っ
た
類
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ

う
し
た
実
情
に
か
ん
が
み
て
、
同
種
性
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
行
政
解
釈
（
昭
和
二

四
・
一
○
・
二
四
労
収
第
八
一
八
○
号
等
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
同
様
の
労
働
者
』
と
は
、
労
働
協
約

の
適
用
ざ
れ
得
べ
き
範
囲
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
当
該
労
働
協
約
が
工
場
事
業
場
の
全
従
業
員
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
当
該
工
場
事
業
場
の
従
業
員
た
る
も
の
、
工
員
の
み
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
工
員
た
る
も
の
、
旋

盤
工
の
み
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
旋
盤
工
た
る
も
の
が
夫
々
『
同
種
の
労
働
者
』
で
あ
る
二
要
旨
）
、
と
。
そ
し
て
、

（
８
）

こ
う
し
た
考
、
え
が
大
方
の
支
持
を
得
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

②
管
理
職
と
「
同
種
の
労
働
者
」

１０１



そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
管
理
監
督
者
の
場
合
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
組
合
員
と
は
職
務
内
容
が
ち
が
い
、
し
た

く
皿
）

が
っ
て
待
遇
も
異
な
る
場
〈
ロ
、
同
種
性
は
否
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
く
ら
そ
れ
を
ゆ
る
や
か
に
解
し
て
も
い
い

◆
●
●
●
●

と
い
っ
て
も
、
｝
）
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
労
働
協
約
が
、
お
の
ず
か
ら
少
数
労
働
者
に
も
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
、
一
般
的
拘
束

力
の
基
盤
自
体
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
件
の
Ｘ
が
、
上
記
二
つ
の
管
理
監
督
者
の
う
ち
ど
ち
ら
に
あ
た
る
の
か
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
部
長
補
佐
と
い
う
、
比
較
的
高
い
地
位
に
あ
る
管
理
職
で
あ
り
、
か
つ
協
約
上
、
非
組
合
員
と
さ
れ
て
い
た
点
を
考
慮

す
る
と
、
同
種
性
を
否
定
さ
れ
る
公
算
大
で
あ
る
。

い
と
も
あ
れ
、
「
同
種
の
労
働
者
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
本
判
決
に
対
す
る
二
つ
の
疑
問
に
関
連
し
て
強
調
す
べ
き
は
、
上

記
行
政
解
釈
（
２
⑪
参
照
）
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
労
働
協
約
の
適
用
さ
れ
得
べ
き
範
囲
（
傍
点
引
用
者
）
」
は
、
「
適
用
が
予
定
さ
れ

て
い
る
者
」
（
本
判
決
）
と
は
意
味
内
容
が
ち
が
う
と
い
う
点
で
あ
る
。

ぱ
、
「
同
種
の
労
働
者
」
た
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
低
労
働
条
件
の
少
数
労
働
者
の
存
在
が
、

●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
■
●

（
９
）

客
観
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
，
ロ
の
と
さ
れ
る
団
結
権
を
脅
か
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
労
組
法
一
七
条
を
把
え
る
」
必
要
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
と
の
関
係
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
第
一
の
疑
問
と
は
対
照
的
に
、
「
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
」
て
も
、
「
同

種
の
労
働
者
」
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
と
し
て
、
行
政
解
釈
（
昭
和
一
一
五
・

九
・
一
一
九
労
収
第
六
一
四
八
号
）
並
び
に
学
説
は
、
労
働
組
合
の
自
主
性
確
保
の
見
地
か
ら
、
労
組
法
一
一
条
但
書
一
号
に
よ
っ
て
非

組
合
員
に
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
管
理
監
督
者
を
挙
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
管
理
監
督
者
が
「
使
用
者
の
利
益
代
表
者
と
し
て
非
組

合
員
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
組
法
一
七
条
の
適
用
に
お
い
て
も
、
法
の
趣
旨
は
、
組
合
員
と
の
『
同
種
性
』
を

（
、
）

（
皿
）

否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
」
る
、
「
労
組
法
上
協
約
の
適
用
を
予
定
さ
れ
て
い
な
い
」
、
さ
ら
に
「
そ
ｊ
ロ

（
皿
）

そ
，
ロ
管
理
職
で
組
合
に
入
れ
な
い
も
の
に
関
し
て
、
組
合
が
代
表
資
格
を
も
っ
て
適
切
に
体
系
的
な
規
制
が
で
き
」
な
い
た
め
で
あ

る
｡

102



定年延長と就業規則の不利益変更及び一般的拘束力

㈹
本
判
決
は
、
①
労
組
法
一
七
条
の
文
言
（
規
定
上
、
不
利
益
変
更
と
な
る
一
般
的
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
制
限
的
に
解

釈
す
る
理
由
な
し
）
と
②
立
法
趣
旨
（
団
結
力
の
維
持
強
化
及
び
統
一
的
労
働
条
件
の
設
定
）
を
根
拠
に
し
て
、
「
特
段
の
事
情
が
な

（
Ｍ
）

い
限
り
」
、
少
数
労
働
者
の
労
働
条
件
を
不
利
益
に
変
更
す
る
場
ム
ロ
に
も
拡
張
適
用
さ
れ
る
と
の
一
般
的
判
断
を
し
た
が
、
こ
の
問
題

を
、
立
法
趣
旨
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
（
文
言
は
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
と
い
う
の
は
、
少

数
労
働
者
に
労
働
協
約
が
及
ん
で
い
く
の
は
、
あ
く
ま
で
も
法
律
で
規
定
さ
れ
た
一
般
的
拘
束
力
を
通
じ
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ｊ伯
と
一
）
ろ
で
、
本
判
決
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
立
法
趣
旨
を
、
団
結
力
の
維
持
強
化
と
統
一
的
労
働
条
件
の
設
定
の
一
一
点
に

求
め
る
。
し
か
し
、
後
者
は
、
な
に
ゆ
え
に
統
一
的
な
労
働
条
件
が
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

⑪
問
題
構
造

上
記
の
よ
う
に
就
業
規
則
の
変
更
に
は
合
理
性
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
Ｘ
は
、
従
前
通
り
、
本
件
定
年
後
在
職
制
度
と
い

う
有
利
な
労
働
条
件
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
本
判
決
に
よ
る
と
、
本
件
定
年
制
を
定
め
た
本
件
労
働
協
約
は
、
一
般
的

拘
束
力
の
要
件
を
み
た
し
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
Ｘ
に
も
拡
張
適
用
さ
れ
る
と
、
こ
の
基
準
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
が
妥
当
な
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
有
利
原
則
と
一
般
的
拘
束
力
と
の
関
係
が
間
わ
れ

な
る
が
、
果
坐

る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
組
合
員
と
の
関
係
で
は
、
肯
定
説
、
否
定
説
と
に
分
か
れ
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
、
当
該
組
合
に
は
属
さ
な
い
少
数
労
働
者
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
。

②
本
判
決
の
論
理

３
不
利
な
内
容
の
労
働
協
約
の
拡
張
適
用
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（
応
）

い
た
め
、
こ
れ
自
体
を
前
者
と
並
列
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
前
者
の
み
を
挙
げ
て
お
け
ば
よ
い
。

い
し
か
し
、
立
法
趣
旨
を
団
結
力
の
維
持
強
化
と
理
解
し
て
も
、
そ
の
内
容
の
と
ら
え
方
如
何
で
、
少
数
労
働
者
の
有
利
な
労

働
条
件
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
結
論
は
異
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
協
約
基
準
以
下
の
労
働
条
件
の
引
き
上
げ
を
通
じ

た
そ
れ
の
み
か
、
さ
ら
に
協
約
基
準
以
上
の
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
を
通
じ
た
そ
れ
を
も
含
む
か
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
①
協
約
基

準
以
下
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
労
働
組
合
の
組
合
員
と
未
組
織
労
働
者
と
の
不
公
正
な
競
争
が
生
じ
、
そ
れ
が
協
約
基
準
の
引

下
げ
へ
の
圧
力
と
な
る
、
ま
た
②
協
約
基
準
以
上
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
、
有
利
な
労
働
条
件
を
求
め
て
組
合
を
脱
退
す
る
者
が
生

じ
組
織
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
団
結
力
の
維
持
強
化
を
よ
り
強
く
と
ら
え
る
考

え
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
「
特
設
の
事
情
」
に
つ
い
て
は
、
①
勤
務
に
耐
え
得
る
健
康
状
態
で
は
な
い
男

子
行
員
及
び
女
子
行
員
に
と
っ
て
は
本
件
定
年
制
の
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
、
②
本
件
定
年
制
の
賃
金
水
準
自
体
は
不
相
当
で
な
い
、

③
本
件
定
年
制
の
導
入
は
、
経
営
上
の
都
合
や
必
要
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
社
会
的
要
請
と
従
業
員
組
合
の
要
求
に
応
え
る
た
め

で
あ
っ
た
、
④
Ｙ
銀
行
に
は
、
定
年
延
長
に
伴
う
人
件
費
の
負
担
増
に
耐
え
る
だ
け
の
経
営
上
の
余
裕
は
な
か
っ
た
、
⑤
本
件
定
年

制
の
導
入
に
は
従
業
員
組
合
の
合
意
が
あ
り
、
ま
た
組
合
内
部
で
も
十
分
な
討
議
が
行
わ
れ
た
、
⑥
本
件
定
年
後
在
職
制
度
は
、
Ｘ

が
個
別
契
約
に
お
い
て
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
く
、
事
実
た
る
慣
習
に
基
づ
い
て
い
る
と
の
六
点
か
ら
、
そ
の
存
在
を
否
定
し
た
。

目
一
般
的
拘
束
力
と
有
利
原
則
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
組
合
員
と
の
関
係
で
有
利
原
則
は
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
、
根
本
的

な
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
本
判
決
の
よ
う
な
結
論
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
前
提
条
件
を
み
た
さ
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
〈
例
、
①
労
働
協
約
自
体
、
適
正
に
成
立
し
た
も
の
か
、
②
組
合
加
入
が
認
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
集
団
的
な
労

｛
脇
｝

働
条
件
決
定
へ
の
関
与
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
ｊ
ロ
有
利
な
労
働
条
件
を
引
き
下
げ
得
る
か
、
③
１
．
シ
協

定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
、
脱
退
の
お
そ
れ
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
引
き
下
げ
ま
で
認
め
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
外
の
場

合
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
）
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
こ
ま
で
立
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
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さ
し
あ
た
り
、
本
判
決
の
判
断
枠
組
み
を
前
提
と
し
、
「
特
段
の
事
情
」
に
つ
い
て
の
み
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

㈲
「
特
段
の
事
情
」
と
い
う
考
え
は
、
少
数
労
働
者
の
有
利
な
労
働
条
件
を
否
定
す
る
と
の
強
い
拘
束
力
を
拡
張
適
用
に
認
め

た
場
合
に
、
そ
れ
を
例
外
的
に
緩
和
す
る
役
割
を
も
っ
て
必
然
的
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
不
当
な
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
記
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
事
件
東
京
地
裁
判
決
が
、

Ⅲ
個
別
契
約
に
お
い
て
有
利
な
労
働
条
件
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
に
合
理
的
理
由
が
あ
り
、
団
結
力
の
維
持
強
化
の
た
め
と
い
え
ど

も
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
既
得
の
利
益
を
否
定
し
尽
す
こ
と
が
著
し
く
不
当
な
場
合
、
及
び
⑪
協
約
当
事
者
が
未
組
織
労
働
者
の
労

働
条
件
の
低
下
を
目
的
と
し
て
、
合
理
的
必
要
性
も
な
い
の
に
労
働
協
約
を
締
結
し
た
場
合
を
挙
げ
て
い
る
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
帥
は
、
集
団
的
規
制
と
労
働
者
個
人
の
権
利
・
利
益
と
を
適
正
か
つ
妥
当
に
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
は
、
右
記
の
他
、
有
利
な
労
働
条
件
存
続
に
対
し
て
期
待
的
地
位
が
肯
認
さ
れ
る
場
合
（
例
、
定
年
直
前
の
退
職
金
）
も
含

め
ら
れ
よ
う
。
伽
は
、
一
般
的
拘
束
力
の
趣
旨
に
反
す
る
、
い
わ
ば
濫
用
的
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
が
存
す
る
こ
と

自
体
は
否
定
し
得
な
い
が
、
実
際
上
、
そ
の
事
例
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
特
段
の
事
情
」
は
、
い
の
個
人
的
側
面
か
ら
の
検

自
体
は
否
定
し
得
な
い
が
、
実
晦

討
が
中
心
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
柳
屋
孝
安
「
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
」
学
会
誌
労
働
法
七
一
号
四
三
頁
以
下
。

本
判
決
は
、
「
特
段
の
事
情
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
上
記
①
Ｉ
⑥
も
ど
の
よ
う
な
視
点

か
ら
考
察
し
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

本
件
で
は
特
に
、
期
待
的
地
位
と
の
関
わ
り
で
、
Ｘ
が
満
五
五
歳
に
達
す
る
約
一
年
半
前
に
本
件
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
以
降
の
生
活
設
計
を
立
て
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
及
び
こ
う
し
た
者
に
対
し
て
経
過
措
置
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た

と
の
事
情
が
慎
重
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

105

一



ダーヘ－－－￣、一一、￣、￣、￣、

1６１５１４１３１２１１１０９
－田－－、－〆－－－ｹﾞ、－〆－戸-戸

（
２
）
柳
屋
・
前
掲
論
文
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
横
井
芳
弘
「
定
年
延
長
と
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
」
（
本
判
決
判
例
批
評
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
六
号
七
一
頁
。

（
４
）
中
村
洋
二
郎
Ｉ
中
村
周
而
「
定
年
延
長
と
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
」
〈
本
判
決
判
例
批
評
）
労
句
二
九
七
号
五
頁
。

（
５
）
諏
訪
康
雄
Ⅱ
菅
野
和
夫
「
労
働
判
例
こ
の
一
年
の
争
点
」
労
働
協
会
雑
誌
三
五
○
号
一
五
頁
（
諏
訪
発
言
〉
。

（
６
）
正
田
彬
「
労
働
組
合
法
第
一
七
条
論
」
学
会
誌
労
働
法
四
号
四
五
頁
、
外
尾
健
一
『
労
働
団
体
法
』
（
一
九
七
五
年
・
筑
摩
書
一
房
）
六
四
六
頁
、
東
大

労
働
法
研
究
会
『
注
釈
労
働
組
合
法
下
巻
』
二
九
八
一
一
年
・
有
斐
閣
）
八
四
五
頁
以
下
等
。

（
７
）
近
藤
享
一
「
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
」
『
労
働
法
体
系
２
』
（
一
九
六
一
一
一
年
・
有
斐
間
）
’
四
九
頁
、
沼
田
稲
次
郎
『
労
働
法
要
説
』
二
九
六
七

年
・
法
律
文
化
社
）
二
一
一
一
三
頁
、
菊
池
鬮
夫
Ⅱ
林
辿
腐
『
全
訂
労
働
組
合
法
艶
（
一
九
八
四
年
・
日
本
評
論
社
〉
二
一
四
頁
以
下
等
。

（
８
）
横
井
芳
弘
「
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
」
『
（
旧
）
労
働
法
講
座
第
四
巻
』
（
一
九
五
七
年
・
有
斐
閣
）
一
○
二
二
頁
以
下
、
安
屋
和
人
「
労
働
協
約

の
一
般
的
拘
束
力
」
』
．
新
労
働
法
講
座
第
五
巻
』
（
一
九
六
六
年
・
有
斐
閣
）
一
一
一
二
三
頁
以
下
、
片
岡
鼎
『
改
訂
二
版
労
働
法
②
》
｛
一
九
八
八
年
・
有
斐

閣
）
三
一
六
頁
等
。

菅
野
和
夫
一
．
労
働
法
第
二
版
』
（
一
九
八
八
年
・
弘
丈
堂
）
四
七
○
頁
。

諏
訪
Ⅲ
菅
野
・
前
掲
座
談
会
一
六
頁
（
諏
訪
発
言
）
。

大
石
商
店
事
件
（
和
歌
山
地
新
宮
支
判
昭
五
四
・
一
二
・
二
五
労
民
躯
一
一
一
○
巻
六
号
一
一
二
七
一
頁
）
参
照
。

同
旨
の
判
例
と
し
て
、
前
記
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
事
件
が
あ
る
。

鋤
者
も
こ
め
立
場
に
立
つ
．
拙
稿
一
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
と
余
後
効
」
労
旬
一
一
五
一
二
号
三
二
頁
参
照
。

葡
野
・
前
掲
書
四
七
一
頁
参
照
。

横
井
・
前
掲
判
例
批
評
七
一
頁
。

正
田
彬
「
臨
時
工
と
労
働
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
一
季
刊
労
働
法
六
一
号
八
五
頁
。
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